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   平成２６年第７回ひたちなか市 

 教育委員会６月定例会会議録（概要） 

 

開会 １４：００（那珂湊支所 第２会議室） 

 

  委 員 長    （あいさつ，開会の宣言） 

 

  議案第３１議案第３１議案第３１議案第３１号号号号 ひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱について    

  青少年課長   任期は委嘱の日から平成２８年４月３０日までとなります。委員１２名のう 

ち新任が６名，再任が６名となります。昨年度までは１７名でしたが，組織改 

編により生涯学習の分野が市長部局に移管されたため，５名減となりました。 

活動は，社会教育に関して，独自に研究課題を設けて研究を行います。今ま 

で行った研究としては，学童クラブの実態調査や小学生のインターネット利用 

の実態調査など，子どもの居場所に関することをテーマに活動を行ってきまし 

た。 

 

【質疑，意見等】 

  委 員 長   今年度から社会教育委員の活動範囲はどのように変わるのですか。 

  青少年課長   青少年育成に関することについて，幅広く活動していきます。 

 

           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３１号 ひたちなか市社会教育委員の委嘱については，全員一致で承認されました。 

 

  議案第３２議案第３２議案第３２議案第３２号号号号 ひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

  学 務 課 長   ５月定例会で審議されましたが，５月には決定していなかった市ＰＴＡ連絡 

協議会の代表２名について，平成２６年度市ＰＴＡ総会後に推薦を頂きました 

ので，改めて運営委員会委員についての審議となります。 

 

【質疑，意見等】 

  石 田 委 員   那珂湊中学校が新校舎になりますが，その場合の給食はどうなりますか。 

  学 務 課 長   那珂湊中学校内の給食室で調理をし,配食します。 

  石 田 委 員   いつから給食が開始されますか。 

  学 務 課 長   平成２７年４月から開始予定です。 

  石 田 委 員   そうしますと，那珂湊中学校は給食センター運営委員会から外れるのですか。 

  学 務 課 長   給食センターから配食されなくなるため，運営委員会から外れます。 
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           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３２号 ひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱については，全員一致

で承認されました。 

 

  議案第３３号議案第３３号議案第３３号議案第３３号    ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定    

についてについてについてについて    

  学 務 課 長   幼児教育に係る保護者負担の軽減と幼児教育の振興を目標として，国の補助 

を受けて幼稚園就園奨励費を実施していますが，国が定める幼稚園就園奨励費 

の国庫補助限度額が改正されました。それに伴い，同規則で定めている市立幼 

稚園授業料の補助限度額を変更します。 

 今回改定された国の基準ですが，生活保護を受けている世帯については，改 

正前は第１子から第３子で補助限度額が異なっていましたが，今回の改正で一 

律７９，０００円となりました。 

また生活保護世帯や市町村民税が非課税になる世帯等以外に関しては，第３ 

子以降のみが補助の対象でしたが，第２子からも年額６０，０００円の減免と

なります。 

 兄や姉が小学校の１～３年に就学していている場合についても，条件や補助 

限度額が改定され， 

①生活保護を受けている世帯では，一律７９，０００円。 

②市町村民税が非課税，市町村民税の所得割が非課税となる世帯については，

第２子の場合は５０，０００円，第３子以降は７９，０００円。 

③市町村民税や市町村民税の所得割が非課税とならない世帯は，第２子に４

０，０００円，第３子以降は７９，０００円。 

となりました。 

           当市では，同一世帯から１人及び２人以上就園中の場合の第１子に対して

は，市民税の所得割が課税となる世帯を除き，一律４０，０００円が限度額

でしたが，生活保護世帯の限度額を６９，６００円に改定します。   

市民税の所得割が課税となる世帯については，３人以上が就園している場

合の第３子以降の子にのみ減免となっていましたが，２人以上が就園してい

る場合の第２子にも，６０，０００円の限度額を設定しました。 

           小学校１～３年生の兄・姉が居る場合については，市民税の所得割が課税

となる世帯を除き，一律６９，６００円の限度額に改定しました。 

           また，市民税の所得割が課税となる世帯に対しては，第２子以降から６９，

６００円の補助でしたが，第１子に対しても６０，０００円の限度額を設定

しました。 
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【質疑，意見等】 

  委 員 長   国の限度額が７９，０００円であるのに，６９，６００円にしたのはなぜで 

すか。 

  学 務 課 長   国の限度額は７９，０００円ですが，当市が保護者から徴収している授業料 

が，年間６９，６００円ですので，上限を年間の授業料に合わせています。 

  委 員 長   そうしますと，６９，６００円補助となる方は，授業料全額が減免となるの 

ですね。 

  学 務 課 長   はい。全額減免となります。 

 

           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３３号 ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則制定

については，全員一致で承認されました。 

 

  委 員 長   （あいさつ，閉会の宣言） 

 

閉会 １４：３０ 
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   平成２６年第７回ひたちなか市 

 教育委員会６月定例会会議録（概要） 

 

開会 １４：００（那珂湊支所 第２会議室） 

 

  委 員 長    （あいさつ，開会の宣言） 

 

  議案第３１議案第３１議案第３１議案第３１号号号号 ひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱についてひたちなか市社会教育委員の委嘱について    

  青少年課長   任期は委嘱の日から平成２８年４月３０日までとなります。委員１２名のう 

ち新任が６名，再任が６名となります。昨年度までは１７名でしたが，組織改 

編により生涯学習の分野が市長部局に移管されたため，５名減となりました。 

活動は，社会教育に関して，独自に研究課題を設けて研究を行います。今ま 

で行った研究としては，学童クラブの実態調査や小学生のインターネット利用 

の実態調査など，子どもの居場所に関することをテーマに活動を行ってきまし 

た。 

 

【質疑，意見等】 

  委 員 長   今年度から社会教育委員の活動範囲はどのように変わるのですか。 

  青少年課長   青少年育成に関することについて，幅広く活動していきます。 

 

           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３１号 ひたちなか市社会教育委員の委嘱については，全員一致で承認されました。 

 

  議案第３２議案第３２議案第３２議案第３２号号号号 ひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

  学 務 課 長   ５月定例会で審議されましたが，５月には決定していなかった市ＰＴＡ連絡 

協議会の代表２名について，平成２６年度市ＰＴＡ総会後に推薦を頂きました 

ので，改めて運営委員会委員についての審議となります。 

 

【質疑，意見等】 

  石 田 委 員   那珂湊中学校が新校舎になりますが，その場合の給食はどうなりますか。 

  学 務 課 長   那珂湊中学校内の給食室で調理をし,配食します。 

  石 田 委 員   いつから給食が開始されますか。 

  学 務 課 長   平成２７年４月から開始予定です。 

  石 田 委 員   そうしますと，那珂湊中学校は給食センター運営委員会から外れるのですか。 

  学 務 課 長   給食センターから配食されなくなるため，運営委員会から外れます。 
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           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３２号 ひたちなか市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱については，全員一致

で承認されました。 

 

  議案第３３号議案第３３号議案第３３号議案第３３号    ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定施行規則の一部を改正する規則制定    

についてについてについてについて    

  学 務 課 長   幼児教育に係る保護者負担の軽減と幼児教育の振興を目標として，国の補助 

を受けて幼稚園就園奨励費を実施していますが，国が定める幼稚園就園奨励費 

の国庫補助限度額が改正されました。それに伴い，同規則で定めている市立幼 

稚園授業料の補助限度額を変更します。 

 今回改定された国の基準ですが，生活保護を受けている世帯については，改 

正前は第１子から第３子で補助限度額が異なっていましたが，今回の改正で一 

律７９，０００円となりました。 

また生活保護世帯や市町村民税が非課税になる世帯等以外に関しては，第３ 

子以降のみが補助の対象でしたが，第２子からも年額６０，０００円の減免と

なります。 

 兄や姉が小学校の１～３年に就学していている場合についても，条件や補助 

限度額が改定され， 

①生活保護を受けている世帯では，一律７９，０００円。 

②市町村民税が非課税，市町村民税の所得割が非課税となる世帯については，

第２子の場合は５０，０００円，第３子以降は７９，０００円。 

③市町村民税や市町村民税の所得割が非課税とならない世帯は，第２子に４

０，０００円，第３子以降は７９，０００円。 

となりました。 

           当市では，同一世帯から１人及び２人以上就園中の場合の第１子に対して

は，市民税の所得割が課税となる世帯を除き，一律４０，０００円が限度額

でしたが，生活保護世帯の限度額を６９，６００円に改定します。   

市民税の所得割が課税となる世帯については，３人以上が就園している場

合の第３子以降の子にのみ減免となっていましたが，２人以上が就園してい

る場合の第２子にも，６０，０００円の限度額を設定しました。 

           小学校１～３年生の兄・姉が居る場合については，市民税の所得割が課税

となる世帯を除き，一律６９，６００円の限度額に改定しました。 

           また，市民税の所得割が課税となる世帯に対しては，第２子以降から６９，

６００円の補助でしたが，第１子に対しても６０，０００円の限度額を設定

しました。 
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【質疑，意見等】 

  委 員 長   国の限度額が７９，０００円であるのに，６９，６００円にしたのはなぜで 

すか。 

  学 務 課 長   国の限度額は７９，０００円ですが，当市が保護者から徴収している授業料 

が，年間６９，６００円ですので，上限を年間の授業料に合わせています。 

  委 員 長   そうしますと，６９，６００円補助となる方は，授業料全額が減免となるの 

ですね。 

  学 務 課 長   はい。全額減免となります。 

 

           （全委員から異議なしとの声あり） 

 

＊ 議案第３３号 ひたちなか市立幼稚園授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則制定

については，全員一致で承認されました。 

 

  委 員 長   （あいさつ，閉会の宣言） 

 

閉会 １４：３０ 

 


